
　【歳 入】市町村交付金（社会保障財源化分）

　【歳 出】社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費
　　　　（うち一般財源額）

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

44,565,513 30,843,820 8,200 475,370 13,238,123 2,693,868

障 害 者 福 祉 事 業 9,485,111 6,673,007 88,646 2,723,458

高 齢 者 福 祉 事 業 847,094 8,200 180,387 658,507

児 童 福 祉 事 業 8,572,786 5,705,368 52,879 2,814,539

母 子 福 祉 事 業 5,132,270 3,267,964 8,410 1,855,896

生 活 保 護 事 業 20,528,252 15,197,481 145,048 5,185,723

3,520,172 2,434,485 1,085,687 220,930

国 民 健 康 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

1,867,519 1,400,639 466,880

介 護 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

612,301 253,582 358,719

後 期 高 齢 者 医 療 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

1,040,352 780,264 260,088

914,744 71,168 2,261 841,315 171,202

疾 病 予 防 対 策 事 業 705,684 59,502 2,024 644,158

健 康 増 進 事 業 209,060 11,666 237 197,157

49,000,429 33,349,473 8,200 477,631 15,165,125 3,086,000

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は，各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。
※　上記の事業費には事務費，事務職員人件費は含まれていません。

令和２(2020)年度函館市一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成２６年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に，また，令和元年１０月１日から，消費税率
（国・地方）が８％から１０％（軽減税率制度においては８％）へ引き上げられました。
　引き上げ分の地方消費税交付金については，その使途を明確化し，社会保障施策に要する経費に充てるものとさ
れています。
　令和２(2020)年度函館市一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりとなります。
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